
職場内で回覧して下さい

第927号

令和7年
2025

● 【ご案内】最低賃金の上昇などにより従業員の賃金を引き上げたときに、
資格取得届等の届出が必要な場合があります

● 【ご案内】 令和7年12月1日に日本・オーストリア間の社会保障協定が発効します
● 【お願い】社会保険料の納付には口座振替や電子納付（Pay-easy）が便利です 11

適用事業所数

船舶所有者数

被保険者数

男性

女性

船員

厚生年金 健康保険

62,139 61,192

246 317

510,690人 381,397人

356,041人 273,728人

 3,084人 3,368人

広島県の状況

● 【ご案内】年金の相談・請求手続きはインターネット予約が便利です 

● 令和7年12月2日から従来の健康保険証は使用できなくなります

令和7年9月末

● 令和8年1月からオンラインで各種給付金の申請ができる電子申請がはじまります！！

● 【お願い】従業員の方へ「ねんきんネット」の周知をお願いします

● 生活習慣病のリスクが高い方に通知をお送りしています

● 健康保険委員（健康保険のご担当者様）を1事業所に1名以上ご登録ください！
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